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「
新
年
を
祝
う
会
」
開
催

中
止
の
お
知
ら
せ 

 

《
企
画
観
光
課
》 

令
和
三
年
度
の
新
年
を
祝
う
会
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

中
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。 

開
催
を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆
さ
ま

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、

何
と
ぞ
ご
理
解
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

企
画
観
光
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

（
内
線
２
６
１
） 

 

鶴
田
町
結
婚
新
生
活
支

援
事
業
の
お
知
ら
せ 

 

《
町
民
生
活
課
》 

町
で
は
、
新
婚
生
活
に
伴
う
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。 

対
象
期
間
に
婚
姻
・
同
居
さ
れ
た
世
帯

は
、
補
助
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
補
助
対
象
世
帯 

 

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
婚
姻
届
を

提
出
し
、
受
理
さ
れ
た
夫
婦
で
、
次
の

①
～
③
の
全
て
を
満
た
す
世
帯 

 

①
対
象
と
な
る
住
居
が
町
内
に
あ
り
、
申
請

時
に
お
い
て
夫
婦
と
も
に
当
該
住
居
地

に
住
民
登
録
を
有
し
、
居
住
し
て
い
る
こ
と 

②
婚
姻
届
提
出
日
時
点
で
夫
婦
と
も
に
三

十
九
歳
以
下
で
あ
る
こ
と 

③
夫
婦
の
直
近
の
所
得
の
合
計
額
が
四
〇

〇
万
円
未
満
（
世
帯
年
収
約
五
四
〇
万
円

未
満
に
相
当
）
で
あ
る
こ
と 

●
補
助
内
容 

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
二

月
二
十
八
日
ま
で
の
転
入
・
転
居
に
か
か

る
次
の
費
用 

（
一
世
帯
当
た
り
上
限
三
十
万
円
） 

・
住
宅
賃
貸
費
用
：
賃
料
最
大
二
カ
月
分
、

敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
最
大
二
カ
月
分
、

仲
介
手
数
料 

・
引
越
し
費
用
：
婚
姻
を
機
に
引
っ
越
し
た

場
合
に
、
引
越
・
運
送
業
者
に
支
払
っ
た

費
用 

●
申
込
受
付
期
限 

 
令
和
四
年
三
月
十
一
日
（
金
）
ま
で 

※
先
着
順
の
た
め
、
予
算
に
達
し
次
第
終
了 

●
そ
の
他 

 

そ
の
他
、
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
や
申

請
方
法
・
必
要
書
類
は
直
接
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
３
） 

－新型コロナウイルス感染症対策について－ 
町民の皆さま方には、感染防止対策にご協力いただきありがとうございます。  

－県知事メッセージの内容－  

１．感染が多数発生している地域との往来は慎重に判断しましょう。 

２．感染リスクが高い場面（普段一緒にいない人との接触など）を避けましょう。 

３．基本的な感染防止対策の徹底を継続しましょう。 

◎お互いを守り合う気持ちで、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 



第
三
弾
鶴
田
町
商

店
等
支
援
臨
時
給

付
金
の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す 

 

《
企
画
観
光
課
》 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
特
に
大
き
な

影
響
を
受
け
て
い
る
商
店
等
の
事

業
者
の
方
に
対
し
経
済
的
な
支
援

を
直
接
行
い
、
事
業
の
拡
大
、
継
続

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。 

●
対
象 

・
鶴
田
町
内
に
店
舗
を
有
し
、
年
間

売
上
額
が
、
令
和
元
年
と
令
和
二

年
を
比
較
し
て
一
〇
％
以
上
減

少
し
て
い
る
事
業
者 

・
第
一
・
二
弾
鶴
田
町
商
店
等
支
援

臨
時
給
付
金
を
受
給
し
て
い
な

い
こ
と 

※
移
動
可
能
な
販
売
店
、
農
業
法

人
・
団
体
、
政
治
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
な
ど
は
対
象
外
で
す
。 

●
給
付
額
は
売
上
減
少
率
に
応
じ
て

個
人
事
業
主
の
場
合
は
上
限
三

〇
万
円
、
法
人
事
業
主
の
場
合
は

上
限
四
〇
万
円
を
支
給
し
ま
す
。 

●
申
請
方
法
等
詳
細 

商
工
会
・
役
場
企
画
観
光
課
窓
口

設
置
の
チ
ラ
シ
か
役
場
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

●
申
請
期
限 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日(

金) 
 
 
 
  

●
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先 

 

企
画
観
光
課 

観
光
班 

(

内
線
２
６
４
・
２
６
５) 

 

土
地
取
引
に
は

届
出
が
必
要
で
す 

 

《
企
画
観
光
課
》 

国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り
、
一
定

面
積
以
上
の
土
地
（
※
①
）
に
つ
い

て
、
土
地
売
買
等
の
契
約
（
※
②
）

を
し
た
場
合
は
、
町
役
場
を
通
し
て
、

県
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

土
地
の
権
利
取
得
者
（
売
買
の
場

合
で
あ
れ
ば
買
主
）
は
契
約
（
予
約
）

締
結
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
鶴
田
町

役
場
企
画
観
光
課
へ
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。 

※
① 

イ
．
市
街
化
区
域
： 

二
、
〇
〇
〇
㎡
以
上 

ロ
．
イ
を
除
く
都
市
計
画
区
域
： 

五
、
〇
〇
〇
㎡
以
上 

ハ
．
都
市
計
画
区
域
以
外
の
区
域
： 

 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
㎡
以
上 

※
イ
、
ハ
に
つ
い
て
は
、
鶴
田
町
内

に
お
い
て
該
当
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
個
々
の
面
積
は
小
さ
く
て
も
取

得
す
る
土
地
の
合
計
が
右
記
の

面
積
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、

個
々
の
取
引
ご
と
に
届
出
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

※
② 

 

売
買
、
交
換
、
共
有
持
分
の
譲

渡
、
事
業
譲
渡
（
営
業
譲
渡
）
、

譲
渡
担
保
、
地
上
権
・
賃
借
権

の
設
定
・
譲
渡
、
予
約
完
結
権

の
譲
渡
、
信
託
受
益
権
の
譲
渡
、

地
位
譲
渡 

な
ど 

 

な
お
、
こ
れ
ら
の
取
引
の
予
約

で
あ
る
場
合
も
含
み
ま
す
。 

●
届
出
を
し
な
い
と 

 

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の

届
出
を
す
る
と
、
六
カ
月
以
下
の

懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。 

●
提
出
書
類
、
審
査
内
容
等
詳
細 

 

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

(
https://www.pref.aomori.

lg.jp/soshiki/kendo/kanri

/todokede.html
) 

●
問
い
合
わ
せ
・
届
出
先 

企
画
観
光
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

（
内
線
２
６
１
） 

 

戦
没
者
遺
族
相

談
員
に
つ
い
て 

 

《
町
民
生
活
課
》 

戦
没
者
遺
族
相
談
員
を
次
の
と

お
り
設
置
し
て
い
ま
す
。 

各
種
援
護
な
ど
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
ま
す
。 

●
戦
没
者
遺
族
相
談
員 

成
田 

朋
之
（
藤
崎
町
） 

☎
０
１
７
２
―
６
５
―
２
０
５
６ 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

（
内
線
１
６
２
） 

 

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

に
つ
い
て 

 

《
町
民
生
活
課
》 

●
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
と
は 

外
見
で
は
障
害
が
あ
る
と
分
か

ら
な
く
て
も
援
助
や
配
慮
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
を
周
囲
に
知

ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の

マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
、
電
車
内

で
席
を
譲
る
、
困
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
れ
ば
声
を
か
け
る
な
ど
思

い
や
り
の
あ
る
行
動
を
お
願
い

し
ま
す
。 

     

 

●
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
と
は 

障
害
の
あ
る
方
が
困
っ
た
時
に

助
け
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
、

「
手
助
け
が
必
要
な
人
」
と
「
手

助
け
が
で
き
る
人
」
を
つ
な
ぐ
カ

ー
ド
で
す
。
こ
の
カ
ー
ド
の
提
示

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
に
沿
っ
て
支
援
を
お

願
い
し
ま
す
。 

     

 
 ●

配
布
方
法
な
ど 

 

対
象
者
は
、
鶴
田
町
在
住
で
、
身

体
障
害
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害

の
あ
る
方
な
ど
、
援
助
や
配
慮
を

必
要
と
し
て
い
る
方
で
す
。
（
障

害
者
手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
） 

 

配
布
場
所
は
、
町
民
生
活
課
福
祉

支
援
班
③
番
窓
口
で
す
。 

申
請
方
法
は
、「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
配
布
申
込
書
」
を

窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申

込
書
は
、
窓
口
に
準
備
し
て
い
る

ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

●
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

の
普
及
啓
発
に
つ
い
て 

 

青
森
県
で
は
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示

や
チ
ラ
シ
の
配
布
、
左
記
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ
り
Ｐ
Ｒ
を
行

い
、
普
及
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。 

(http://www.pref.aomori
.l

g.jp/soshiki/kenko/syofuk

u/herupumaku.html
) 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

（
内
線
１
６
４
） 

ヘルプカード 

 

ヘルプマーク 
（赤色） 



ア
レ
コ
ホ
ー
ル

定
期
演
奏
会
を

開
催
し
ま
す 

 

《
青
森
県
立
美
術
館
》 

 

バ
リ
ト
ン
歌
手
と
二
人
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
に
よ
る
、
県
立
美
術
館
初
の
歌

を
メ
イ
ン
と
し
た
コ
ン
サ
ー
ト
を

開
催
し
ま
す
。 

●
タ
イ
ト
ル 

 

ア
レ
コ
ホ
ー
ル
定
期
演
奏
会 

２
０
２
１
「
今
、
心
の
歌
を
。
」 

～
一
つ
の
声
と
二
つ
の
ピ
ア
ノ

で
紡
ぐ
～ 

●
演
奏
曲 

・
歌
劇
「
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
」
よ
り 

・
カ
ル
メ
ン
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー 

（
二
台
ピ
ア
ノ
編
） 

・
ヨ
イ
ト
マ
ケ
の
唄 

 
 
 
 

他 

●
日
時 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日 

（
火
・
祝
） 

開
場 

午
後
五
時
三
十
分 

開
演 

午
後
六
時 

※
八
月
二
十
八
日
（
土
）
中
止
公
演

の
振
替
公
演
と
な
り
ま
す
。 

●
場
所 

青
森
県
立
美
術
館
ア
レ
コ
ホ
ー
ル 

（
青
森
市
安
田
字
近
野
一
八
五 

Ｂ
２
Ｆ
） 

●
料
金 

 

一
般
二
千
円
／
高
校
生
以
下
千
円

（
全
席
指
定
、
前
売
り
の
み
） 

●
申
込 

 

チ
ケ
ッ
ト
サ
イ
ト
カ
ン
フ
ェ
テ

ィ
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ま
た
は
電
話 

（
☎
０
１
２
０
―
２
４
０
―
５
４
０
） 

●
詳
細 

青
森
県
立
美
術
館
公
演
ペ
ー
ジ 

(
w
w
w
.
a
o
m
o
r
i-

m
u
s
e
u
m
.
j
p
/
j
a/

e
v
e
n
t
/
2
0
2
1
08
2
8
) 

 

青
森
県
立
美
術
館 

☎
０
１
７
―
７
８
３
―
５
２
４
３ 

 
「
労
働
委
員
会

委
員
に
よ
る
労

働
相
談
会
」
を
開

催
し
ま
す 

 

《
青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
》 

 

個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の

間
に
生
じ
た
労
働
問
題
（
解
雇
・
賃

金
引
き
下
げ
・
長
時
間
労
働
・
パ
ワ

ハ
ラ
な
ど
）
に
つ
い
て
、
青
森
県
労

働
委
員
会
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。 

●
日
時 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
（
火
） 

午
後
一
時
三
十
分 

～
三
時
三
十
分 

十
一
月
二
十
一
日
（
日
） 

午
前
十
時
三
十
分 

～
十
二
時
三
十
分 

 

十
二
月
十
四
日
（
火
） 

 

午
後
一
時
三
十
分 

～
三
時
三
十
分 

 

十
二
月
十
九
日
（
日
） 

 

午
前
十
時
三
十
分 

 
 
 
 
 

～
十
二
時
三
十
分 

●
場
所 

 

青
森
県
労
働
委
員
会 

 

（
東
奥
日
報
新
町
ビ
ル
四
階
） 

●
対
象
者 

 

県
内
の
労
働
者
・
事
業
主 

●
対
応
者 

 

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員 

※
青
森
県
労
働
委
員
会
と
は 

 

青
森
県
の
行
政
機
関
の
一
つ
。
労

働
問
題
に
つ
い
て
専
門
的
知
識

を
持
つ
、
公
益
委
員
（
弁
護
士
等
）、

労
働
者
委
員
（
労
働
組
合
役
員

等
）、
使
用
者
委
員
（
会
社
経
営
者

等
）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
中
立
・

公
正
な
立
場
で
労
働
問
題
を
解

決
す
る
。 

●
そ
の
他 

・
費
用
無
料
、
秘
密
厳
守 

・
随
時
受
付
（
予
約
優
先
） 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
相
談
時
の
検
温

の
実
施
、
連
絡
先
の
確
認
、
マ
ス

ク
の
着
用
、
手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル

消
毒
等
の
対
応
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

☎
０
１
７
―
７
３
４
―
９
８
３
２ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

(
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タブレット（ｉｐａｄ）の使い方を学んでみよう  
町では、ＩＣＴの活用・普及のため、人財育成講座「タブレット教室」を開催します。 

５日間の講座を通じて、タブレットの基礎から応用まで学び、デジタルが苦手な方（高齢者や障害

者など）に基本操作を教えられるレベルを目指します。受講期間中はタブレットの貸し出しも行いま

すので、タブレットをお持ちでない初心者の方もぜひご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などにより、日程や内容を変更する場合があります。 

●開 催 日 時：12 月10 日(金)、12 月17 日(金)、1 月6 日(木)、1 月13 日(木)、1 月20 日(木) 

・午後 6時 00 分～8 時 00分（各回共通） 

●開 催 場 所：鶴田町国際交流会館２階 202会議室 

●実 施 内 容：iPadの基本知識・操作方法/アプリで創作・表現の実践/シニアや障害者の特性 など 

●対 象 者：町民及び町内に通勤・通学する方 ※原則として５回全てに参加できる方 

●受 講 料：無料 

●定     員：10 名 ※申込多数の場合は先着順です。受講が決まった方には別途通知します。 

●申込み方法：下記窓口へ直接またはお電話にてお申込み下さい。 

・申込の際は、「住所・氏名・年齢・電話番号・ipad の有無」をお知らせください。 

・定員に達するまで随時申込を受け付けします。 

・受付時間は、平日午前 8時 30 分～午後 5 時です。（土曜・日曜・祝日を除く。） 

●問い合わせ・申込先：企画観光課 まちづくり班 ☎0173-22-2111（内線 263） 



各種行事について 
会場内の換気、人と人との適切な間隔確保、来場者の検温や体調確認、従事者のマスク着用、手洗い・手指消毒の徹底

など感染症対策に留意した上で開催します。 

発熱や咳などの風邪症状、だるさ（体調不良）等がある場合は、参加を控えてくださるようお願いいたします。また、

来場する際はマスクを着用してくださるようご協力をお願いいたします。 
   

介護予防事業 

ヨーガ、フラダンス、ココリラ体操、青竹ビクス、ノルディック・ウォークを開催します。 

詳細は別紙チラシをご覧ください。 
 

からだ すっきり! さっぱり! 健康運動教室 

★開催日・対象地区 ※密集・密接を防ぐため、行政区ごとに参加できる日を指定します。 

＜11月 8日（月）、18日（木）＞ 

稲元、米元、掛元、稲川、桂井、田の尻、尾原、前中野、後中野、木筒、間山、野木、大巻、新田子、 

亀田、強巻、派立、寺町、仲町、本町、駅前通り、田中町、桜町、鶴寿団地 

＜11月 11日（木）、15日（月）＞ 

富士見町、公園通り、文化通り、菖蒲川、鶴泊、大性、山道、中野、胡桃舘、境、松倉、横萢、沖、 

東瀬良沢、西瀬良沢、鷹ノ尾、駅東町、相原町、みどり町、あさひ町 

★場 所：鶴遊館 ★時 間：午前 10時～11時（受付 9時 30分～） 

※会場には 9時 30分以降にお越しください。ご協力をお願いします。 

「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

★日 時：11月 1日（月）、15日（月）午後 1時～3時   ★場 所：鶴遊館 栄養指導室 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

各回（各日午前・午後の計 6回）につき当選確率は同率です！ 

令和３年 町の保健だより 

＊申込み不要です。 

＊運動できる服装でおいでください。 

＊お茶、お水、タオルなどをお持ちください。 

 

連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

ハズレくじなし！ 「お楽しみ抽選会」のお知らせ 
毎年いのちのまつり期間中に開催していた「お楽しみ抽選会」について、昨年度は開催中止となりましたが、今年

度は新型コロナウイルス感染症対策に留意した上で、3日間開催します。みなさまのお越しをお待ちしております。 

★日  時：11月 19日（金）、20日（土）、21日（日） 午前 9 時～午後 4時  

★時  間：豊明館 

★対 象 者：町の健診や保健事業で配付した令和 2年度及び令和 3年度の 

お楽しみ抽選券をお持ちの方 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

抽選券 1枚につき

1回抽選できます。

健康グッズなどの

景品が盛りだくさ

んです！！ 

 新型コロナワクチン接種に関するお知らせ 
★町のワクチン接種は、満 12歳以上※の方まで予約を受付しています。 

※現在、令和 3年 11月 17日時点で 12歳となる方へ接種券を発送しています。11月 18日以降にお誕生日を迎える

方には順次発送し、予約開始日・接種日等をお知らせします。 

★現在、医療機関での個別接種のみ予約可能です。接種を希望される方は早めのご予約をおすすめします。 

◎予約・相談専用電話 TEL 0173－22－6001（平日 午前 9時～午後 4時 30分） 
※ＬＩＮＥ、ｗｅｂサイトでの予約は行っておりません。 

 

 

11月は児童虐待防止推進月間です   

※児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。匿名で行うことも可能です。 内容や連絡者に関する秘密は守られます。 

新型コロナウイルス感染症対策について 
○人との距離や換気を心がけましょう。    ○手洗い・マスクの着用などを徹底しましょう。 

○一人ひとりの行動が感染防止につながりますので、ご協力をお願いします。 

 

児童相談所全国共通ダイヤル☎１８９（いちはやく） 

《感染について心配な方》                       《健康面・予防方法について心配な方》 

・厚生労働省電話相談窓口             TEL 0120-565653   ・県コールセンター TEL 0120-123-801 
・受診・相談センター（五所川原保健所） TEL 0173-34-2108 ・役場 健康保険課  TEL 22-2111 

 

                                  

 


